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２０１２年２月１４日 

日 本 銀 行 

 

 

「中長期的な物価安定の目途」について 

 

 

１. 日本銀行は、「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資するこ

と」を理念として、金融政策を運営している。その際の「物価の安定」は、中長

期的に持続可能なものでなければならない。 

２. 本日の政策委員会・金融政策決定会合では、わが国経済のデフレ脱却と物価安定

のもとでの持続的な成長の実現に向けた日本銀行の姿勢をさらに明確化する取り

組みの一環として、「中長期的な物価安定の目途」を新たに導入した。 

３．「中長期的な物価安定の目途」は、日本銀行として、中長期的に持続可能な物価

の安定と整合的と判断する物価上昇率を示したものである。この「中長期的な物

価安定の目途」について、日本銀行は、消費者物価の前年比上昇率で２％以下の

プラスの領域にあると判断しており、当面は１％を目途とすることとした。従来

は、「中長期的な物価安定の理解」として、中長期的にみて物価が安定していると

各政策委員が理解する物価上昇率の範囲を示していた。 

４. 「中長期的な物価安定の目途」の背後にある「物価の安定」についての基本的な

考え方については、以下のとおり、これまでと同様であることを確認した。 

①概念的定義：「物価の安定」とは、家計や企業等が物価水準の変動に煩わされる

ことなく、経済活動にかかる意思決定を行うことができる状況で

ある。 

②時間的視野：十分長い先行きの経済・物価の動向を予測しながら、中長期的に

みて「物価の安定」を実現するように努めるべきものである。 

③中心的指標：物価指数としては、国民の実感に即した、家計が消費する財・サ

ービスを対象とした指標が基本となり、中でも、統計の速報性の

点などからみて、消費者物価指数が重要である。 
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５.「中長期的な物価安定の目途」を具体的な数値として示すに当たっては、これま

での点検と同様、①物価指数の計測誤差（バイアス）、②物価下落と景気悪化の悪

循環への備え（のりしろ）、③家計や企業が物価の安定と考える状態（国民の物価

観）、の３つの観点を踏まえて検討した。その際、日本経済の構造変化や国際的な

経済環境などを巡り、先行きの不確実性が大きいことに留意する必要がある。こ

のため、「中長期的な物価安定の目途」について、現時点では、「消費者物価の前

年比上昇率で２％以下のプラスの領域にある」とある程度幅を持って示すことと

した。そのうえで、「当面は１％を目途」として、金融政策運営において目指す物

価上昇率を明確にした。 

６. 「中長期的な物価安定の目途」は、今後も原則としてほぼ１年ごとに点検してい

くこととする。 

 

以  上 




